
秋田県　五城目町

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

引上げ分の
地方消費税収
（社会保障
財源化分）

その他

社 会 福 祉 事 業 116,800 42,936 10,571 63,293

障 害 者 福 祉 事 業 345,365 253,119 13,202 79,044

高 齢 者 福 祉 事 業 103,017 1,008 11,400 12,968 77,641

児 童 福 祉 事 業 314,178 230,584 94 11,950 71,550

母 子 福 祉 事 業 9,592 2,244 104 1,037 6,207

小　　　　　計 888,952 529,891 11,598 49,728 297,735

介 護 保 険 事 業 276,760 13,799 37,634 225,327

国民健康保険事業 70,892 36,000 4,994 29,898

後期高齢者医療事業 245,926 48,306 28,283 169,337

小　　　　　計 593,578 98,105 70,911 424,562

疾病予防対策事業 84,902 5,535 17,925 8,793 52,649

健康増進対策事業 9,519 3,318 350 837 5,014

病 院 対 策 事 業 34,185 4,892 29,293

小　　　　　計 128,606 8,853 18,275 14,522 86,956

1,611,136 636,849 29,873 135,161 809,253

 ※地方消費税交付金の社会保障費財源化相当額は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分しています。

【地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費】

　（歳出）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　　平成２６年４月１日から消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分は

　社会保障費に充当し、その使途を明示することになりました。

　　令和８年度五城目町一般会計当初予算における社会保障費への充当状況は下表のとおりです。

   地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費

   地方消費税交付金（社会保障財源化分） 135,161 千円

1,611,136 千円

　（歳入）
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